
一宮市結核予防対策事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、健康の維持増進及び疾病対策の向上を図るため、学校又は施設（国、

都道府県及び市町村の設立する学校又は施設を除く。以下同じ。）の長が行う結核に係る

定期の健康診断に対し、予算の範囲内において交付する結核予防対策事業費補助金（以

下「補助金」という。）に関し、一宮市補助金等交付規則（昭和３７年規則第１８号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付の対象）  

第２条 交付の対象となる事業は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する 

法律（平成１０年法律第１１４号。以下「法」という。）第５３条の２に基づき、学校又

は施設の長が行う結核に係る定期の健康診断事業（以下「補助事業」という。）とし、こ

の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費について補助金

を交付する。 

（補助対象団体） 

第３条 補助の対象となる団体は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）法第５３条の２に基づく健康診断事業を行う学校又は施設 

（２）暴力団でない団体 

（３）暴力団員が役員となっていない団体 

（４）暴力団又は暴力団員と綿密な関係を有しない団体 

（基準額） 

第４条 補助金の算定基準単価は、申請年度の前年度の感染症予防事業費等国庫負担（補

助）金交付要綱における結核の健康診断等に係る基準単価（以下「基準単価」という。）

とし、補助金の算定に当たって基準となる額（以下「基準額」という。）は、次に掲げる

額の合計額とする。 

（１）基準単価に医療機関でレンズカメラによって間接撮影を受けた者の延べ人数を乗じ  

 て得た額 

（２）基準単価に医療機関で７０ミリメートルミラーカメラによって間接撮影を受けた者  

 の延べ人数を乗じて得た額 

（３）基準単価に医療機関で１００ミリメートルミラーカメラによって間接撮影を受けた

者の延べ人数を乗じて得た額 

（４）基準単価に医療機関で直接撮影を受けた者の延べ人数を乗じて得た額 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要

した実支出額から当該補助事業に係る寄付金その他の収入を控除した額とする。 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、基準額と補助対象経費を比較して、少ない方の額に３分の２を乗



じて得た額とする。 

２ 補助金の額の決定に当たって算出された額に１円未満の端数が生じたときは、これを 

切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「補助事業者」という。）は、結核予防

対策事業費補助金交付申請書及び別に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の規定による申請書の提出期限は、６月３０日とする。 

（交付決定）  

第８条 市長は規則第５条に定める補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の

内容を補助事業者に、結核予防対策事業費補助金交付決定通知書により通知するものと

する。 

（交付申請の取り下げ） 

第９条 規則第６条に規定する申請書の取り下げ期日は、前条の通知を受けた日から５日

以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

（計画変更の承認） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ結核予

防対策事業費補助金事業計画変更届及び関係書類を速やかに申請し、その承認を受けな

ければならない。 

２ 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又

は条件を付し、結核予防対策事業費補助金変更決定通知書により通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市

長の承認を受けなければならない。 

（事業遅延の報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる

場合は、その理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

（完了報告）  

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、結核予防対策事業費補助金事業完

了報告書及び別に定める関係書類を市長に提出しなければならない。 

２  前項に定める結核予防対策事業費補助金事業完了報告書及び別に定める関係書類の

提出期限は、補助事業の完了の日から起算して３０日を経過した日、又は当該年度の３

月１５日のいずれか早い期日とする。なお、補助金の交付決定以前に、補助事業が完了

しているときは、交付決定の通知を受けた後、すみやかに結核予防対策事業費補助金事

業完了報告書及び別に定める関係書類を提出するものとする。 

 



（補助金の交付） 

第１４条 補助金は補助事業の完了後交付する。 

（申請書等） 

第１５条 この事業に必要な申請書等は次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。 

（１） 結核予防対策事業費補助金交付申請書 

（２） 総括表 

（３） 実施対象別種目別支出額及び基準額算出表（計画・変更） 

（４） 結核健康診断事業計画書 

（５） 事業予算額調 

（６） 結核予防対策事業費補助金交付決定通知書 

（７） 結核予防対策事業費補助金事業計画変更届 

（８） 結核予防対策事業費補助金変更決定通知書 

（９） 結核予防対策事業費補助金事業完了報告書 

（10） 精算額総括表 

（11） 実施対象別種目別支出額及び基準額算出表（完了報告） 

（12） 結核健康診断実施成績書 

（13） 事業決算額調 

（14） 結核予防対策事業費補助金交付請求書 

（交付決定の取り消し） 

第１６条 市長は、この補助金交付を受ける団体が規則及び第３条第２号から第４号まで

に掲げる団体に該当しないことが判明した場合は、交付決定を取り消すものとする。 

（その他） 

第１７条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

    

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。         

付 則 

この要綱は、２０２６年（令和８）年４月１日から施行する。 

 


